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新型コロナウイルス感染予防に係る確認事項 

 

新型コロナウイルス感染の急拡大を受け、本県の状況は歴史的な危機に直面していると

のことで１月７日に県独自の「緊急事態宣言」発令されました。これに伴い、県内全域

を対象に原則外出禁止や県外との往来の自粛などの呼びかけがありました。要請は原則

２２日までですが、状況を見て終了時期を判断するとしています。 

改めて一人ひとりが日々の行動を考え、「うつらない」、「うつさない」ための対策を徹底

し、感染防止のため特に下記について留意し周知徹底をお願いします。 

記 

 

１.新しい生活様式の実践に基づく、基本的な感染防止対策の徹底と 

気を緩めない意識ある行動について 

 

 ①マスク着用、手洗いの徹底。 

 ②３密の回避。 

 ③体調不良時の慎重な行動。 

 ④会食は大人数や大声、長時間などの感染リスクの高い行動を避ける。 

 ⑤不要不急の旅行や帰省、県外との往来の自粛 

 ⑥原則、外出自粛（いわゆる不要不急の外出を対象） 

 

 

２.感染流行地域及び感染が拡大している地域への往来の自粛 

  

 現時点では、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、

大阪府、兵庫県、奈良県、広島県、福岡県、沖縄県を対象 

 

３.本校における新しい生活様式を踏まえた生活の徹底 

 

◇生活での対策 

 （1）検温及び健康管理チェック表を活用した健康管理の実施。 

   ≪行動履歴表を利用し記録しておく。もしもの場合有効なものとなります。≫ 

  ※寮での検温では、体温計は基本、各個人のものを使用。（寮生） 

 

（2）外出時は、マスクを着用する。 

  ※熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断し、やむを得ず 

マスクを外す場合は、人との距離を十分とるように指導する。 

自転車での移動時はマスクを外しても良いが、感染予防には十分気を付ける。 

 

（3）帰宅後の手洗いを確実に行う。※帰宅後は３０秒程度かけて水と石けんで手を洗う。 

  



◇登下校および学校生活での対策 

 

（1）家庭と連携した検温及び健康管理チェック表を活用した健康管理の実施。 

    〇毎日欠かさず検温を行い、健康管理チェック表を提出すること。 

   〇健康管理チェック表の健康状況の欄には、咳、痰、鼻水が出る。息苦しさが 

あるなど具体的症状を記入すること。 

    ※体調に異常を感じる場合は、必ず担任へ相談しましょう。 

 

（2）登下校では、症状がなくてもマスクを着用する。 

   ※自転車での移動時はマスクを外しても良いが、校内駐輪場でマスク着用。 

 

（3）マスク着用、三密を避ける、手洗い手指消毒の徹底。（特に食事前） 

      ※泡立てた石鹸での手洗いは、ウイルス対策に効果的です。 

      【マスクは正しく着用し、顔、マスクの表面を手で触れないように！】 

 

（4）食事中の私語を慎む。【できるだけしゃべらず早く食事を終えよう！】 

 

（5）教室に入る時は、必ず設置してある廊下および教室の手指消毒で消毒をする。 

                     ※図書室入室の際も同様。 

 

（6）教室の換気をこまめに行う。（教室の対角線側の窓を開け換気） 

    ※休み時間以外に、授業中も定期的に行う。 

 

（7）大声での会話は慎む。 

 

４.その他 

部活動 

 

原則、活動禁止（当分の間）。 

 

寮生の帰寮 

 

 帰寮日を１月１６日（土）および１月１７日（日）としていますが、 

 今後の状況を確認しながら、慎重に判断するものとします。（特に県外） 

 

 修学旅行計画 

 

  実施日程を３月に延期。（詳しい旅程については計画ができ次第お知らせします。） 

   ※実施および旅程については今後の状況を見て、慎重に判断するものとします。 

 

 



もしも、発熱などの症状がある場合 

 地域でかかりつけの医療機関へ電話で相談。（必ず相談の後、医師の指示を受けて受診） 

 ※受診や相談する医療機関に迷う場合は、新型コロナウイルス感染症受診・相談セン 

ターへ相談してください。（電話番号 0985－78－5670） 

               ※学校（担任）への連絡を確実にお願いします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


